
証券コード 7878

2026年４月８日
（電子提供措置の開始日2026年４月１日）

株 主 各 位
山 梨 県 甲 斐 市 竜 地 3049 番 地

株 式 会 社 光 ・ 彩
代表取締役社長 深 沢 栄 二

第59回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげま

す。

さて、当社第59回定時株主総会を下記により開催いたしますの

で、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、イン

ターネット上の下記ウェブサイトに「第59回定時株主総会招集ご

通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.kohsai-qq.co.jp/ir/finance/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも

掲載しております。

東証ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセス

して、銘柄名（会社名）または証券コード（7878）を入力・

検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、

ご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面（郵送）によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同
封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年４月
22日（水曜日）午後５時40分までに到着するようご返送くださいますよう
お願い申し上げます。

敬 具
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記

１．日 時 2026年４月23日（木曜日）午前10時

２．場 所 山梨県甲斐市竜地3049番地 当社５階会議室

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第59期（自2025年２月１日 至2026年１月31日）

事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任

の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

（１） 議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない

場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いい

たします。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付に

ご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記（１頁）の当社ウ

ェブサイト及び東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事

項を掲載させていただきます。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項

当社の配当方針は、安定的な配当の継続を基本とした上で、財務状
況や業績並びに今後の事業展開等を勘案しながら総合的に判断決定し
ていくこととしております。

第59期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じ
ます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき普通配当金30円といたしたいと存じま

す。
なお、この場合の配当総額は44,892,120円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2026年４月24日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ

です。）２名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つき
ましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役
候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
深
ふか

沢
さわ

栄
えい

二
じ

(1965年２月23日生)

1993年11月 当社入社

100,884株

1996年２月 当社開発マネージャー

1997年４月 当社取締役就任

1998年２月 当社代表取締役副社長営業部

担当就任

1999年４月 当社代表取締役社長就任（現任）

２
加
か

藤
とう

雄
ゆう

一
いち

(1950年２月１日生)

1972年４月 株式会社加藤スプリング製作所

(現株式会社アドバネクス）入社

―株

1981年10月 株式会社加藤スプリング製作所

総務部長、海外事業部長

1981年12月 株式会社加藤スプリング製作所

取締役就任

1983年10月 株式会社加藤スプリング製作所

常務取締役就任

1987年12月 株式会社加藤スプリング製作所

代表取締役社長就任

2005年４月 株式会社アドバネクス

代表取締役会長兼社長就任

2013年６月 株式会社アドバネクス

代表取締役会長就任

2015年４月 当社社外取締役就任（現任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．加藤雄一氏は、社外取締役候補者であります。
３．加藤雄一氏の当社の社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をも

って11年となります。
４．加藤雄一氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、長年に

わたる会社経営に関する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映し
ていただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

５．当社は現任の社外取締役である取締役候補者の加藤雄一氏と会社法第427条
第１項の規定に基づく損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
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ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とし
ております。
なお、加藤雄一氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であ
ります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結し、当該保険契約による被保険者が負担することになる株主代表訴訟と
第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしてお
ります。当該保険契約の被保険者は当社の取締役であり、全ての被保険者
について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、当該保険契
約は、4月24日に更新予定であり、各候補者が取締役に就任した場合は、被
保険者となる予定です。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役３名全員は本総会終結の時をもって任期満了

となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願
いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

１
鈴
すず

木
き

真
まこと

(1962年１月18日生)

1984年４月 等松・青木監査法人

(現有限責任監査法人トーマツ）

入所

―株

1993年４月 弁護士登録

浅沼法律事務所入所

1995年12月 真法律会計事務所開設

(代表弁護士／現任）

2006年12月 公認会計士登録

2007年10月 税理士登録

2014年４月 当社社外取締役就任

2016年４月 当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

（重要な兼職の状況）

真法律会計事務所代表（弁護士）

２
金
かな

井
い

公
きみ

克
かつ

(1947年２月５日生)

1970年10月 住友商事株式会社入社

肥料貿易部に所属

―株

1984年11月 米国住友商事ニューヨーク駐在

肥料部

1991年12月 帰国

住友商事株式会社退社

1992年１月 ウイルバーエリス株式会社入社

取締役営業部長就任

1993年１月 ウイルバーエリス株式会社

代表取締役社長就任

2013年６月 ウイルバーエリス株式会社

代表取締役社長退任

2014年３月 ウイルバーエリス株式会社退社

2015年４月 当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する
当 社 の
株 式 数

３
柴
しば

山
やま

聡
さとし

(1967年３月９日生)

1993年４月 弁護士登録

丸山公夫法律事務所入所（現

任） ―株

2016年４月 当社社外取締役（監査等委員）

就任（現任）

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏は、社外取締役候補者であります。なお、

柴山聡氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届出を提出しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏
を独立役員とする予定です。

３．鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏の当社の社外取締役としての就任期間は、
本総会終結の時をもって鈴木真氏は12年、金井公克氏は11年、柴山聡氏は
10年、監査等委員としての就任期間は、本総会終結の時をもって鈴木真氏
は10年、金井公克氏は11年、柴山聡氏は10年となります。

４．鈴木真氏、柴山聡氏は直接会社経営に携わった経験はありませんが、弁護
士として豊富な経験からの専門的見地及び幅広い見識を当社の経営に反映
していただくため、また当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を
図るため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

５．金井公克氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる会社経営に関
する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社
外取締役としての選任をお願いするものであります。

６．当社は現任の社外取締役（監査等委員）である取締役候補者の鈴木真氏、
金井公克氏、柴山聡氏と会社法第427条第１項の規定に基づく損害賠償責任
を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は法令が規定する額としております。
なお、鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏の再任が承認された場合、当該契
約を継続する予定であります。

７．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結し、当該保険契約による被保険者が負担することになる株主代表訴訟と
第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補することとしてお
ります。当該保険契約の被保険者は当社の取締役であり、すべての被保険
者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、当該保険
契約は、4月24日に更新予定であり、各候補者が監査等委員である取締役に
就任した場合は、被保険者となる予定です。

以上
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第 59 期 事 業 報 告

(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)

１．会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
① 経営成績に関する分析

当事業年度（2025年２月１日から2026年１月31日まで）における
我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果を背景に、
緩やかな回復基調で推移しました。設備投資は持ち直しの動きが続
いた一方、輸出および生産はおおむね横ばいで推移し、企業収益に
ついては海外の政策動向等の影響もあり、改善に足踏みがみられる
状況となりました。
また、消費者物価の上昇が継続する中、海外経済の動向、地政学

的リスクの高まり、金融資本市場の変動等による景気下振れリスク
が意識されるなど、先行きは依然として不透明な状況が続いており
ます。
当社が属するジュエリー業界においては、原材料およびエネルギ

ー価格の高止まりが継続する中、消費者の購買意欲にも慎重さがみ
られ、依然として厳しい経営環境が続いております。
このような状況の下、当社は経営目的である「ジュエリー創りを

通じてより良き世界を創る」の実現に向け、独自技術を活かした高
付加価値商品の開発を推進してまいりました。女性の活躍を支援す
る機能性商品やアレルギーに配慮した製品など社会的ニーズに応え
る商品開発を進めるとともに、超軽量化や機能性向上により製品の
付加価値向上を図ってまいりました。一方で、資産価値の高い製品
のラインアップ拡充や供給体制の強化にも取り組んでまいりまし
た。加えて、生産性向上を重要課題と位置付け、設備投資および各
工程の自動化を推進するとともに、時間当たり生産性の改善に取り
組み、製造コストの低減を進めました。あわせて、製造原価の見直
しや生産体制の強化にも努めました。

これらの施策により生産性が向上したことに加え、地金価格の高
騰に伴う販売単価の上昇および価格改定の効果が寄与し、厳しい事
業環境下においても売上高および利益はいずれも前年を上回りまし
た。海外売上につきましては、米国の通商政策や為替動向の影響を
受ける局面もありましたが、後半にかけて市場環境が安定する中、
現地展示会等を通じた営業活動の強化が奏功し、海外受注は回復基
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調となっております。
その結果、当事業年度の売上高は4,241百万円（前年同期比7.9％

増）、営業利益は179百万円（同20.5％増）、経常利益は172百万円
（同17.1％増）、当期純利益は110百万円（同24.8％増）となりまし
た。今後につきましては、引き続き外部環境の変化に柔軟に対応し
つつ、収益構造の強化を両立させる経営を推進してまいります。

② 設備投資の状況
当事業年度において実施いたしました設備投資は、本社工場の製

造設備等を中心に、総額94百万円となりました。

③ 資金調達の状況
当事業年度において、運転資金への充当を目的として、取引金融

機関より短期借入金として75百万円を調達いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務
の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の
状況
該当事項はありません。
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(2) 財産及び損益の状況

区 分
第56期

2023年１月期
第57期

2024年１月期
第58期

2025年１月期
第59期(当事業年度)

2026年１月期

売 上 高(百万円) 3,358 3,525 3,930 4,241

経 常 利 益(百万円) 33 115 146 172

当 期 純 利 益(百万円) 27 91 88 110

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益

(円) 18.54 61.47 59.08 73.75

総 資 産(百万円) 2,608 2,751 3,005 3,417

純 資 産(百万円) 1,299 1,391 1,455 1,547

１株当たり純資産額(円) 868.63 930.10 972.61 972.98

（注）1.１株当たり当期純利益は期中平均株式数（自己株式数を控除した株式数）に

より算出しております。また１株当たり純資産額は期末発行済株式数より自

己株式数を控除した株式数により算出しております。

2.2023年９月26日開催の取締役会決議に基づき、2023年11月１日付で普通株式

１株につき２株の割合で株式分割を行っております。また、2024年９月24日

開催の取締役会決議に基づき、2024年11月１日付で普通株式１株につき２株

の割合で株式分割を行っております。そのため、第56期の期首に当該株式分

割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益、１株当たり純資産額を算定

しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

当社の親会社は㈱エスティオであり、同社は当社の株式814,800
株（議決権比率54.45％）を保有しております。当社が窓口となり、
健康食品の販売業務を行っております。

取引条件につきましては、一般的に行われている取引条件と同一
の基準を基本とし、市場価格を勘案したうえで合理的な判断に基づ
き、公正且つ適正に決定しております。

これらの取引は、取締役会等が当社の社内規定に基づき、親会社
から独立して最終的な意思決定を行っており、当社の利益を害する
ことはないと当社の取締役会は判断しております。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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(4) 対処すべき課題
当社を取り巻く事業環境は、グローバル経済環境下における市場構

造の変化や競争激化に加え、地政学的リスクの高まりや金融政策の変
動、継続する円安などによる原材料価格・エネルギー価格の高騰等に
より、従来の行動様式や価値観の変化が生じております。
このような状況のもと、当社は技術とテクノロジーを融合し、サス

ティナブルな製品づくりを通じて付加価値を高め、経営目的である
「ジュエリー創りを通じてより良き世界を創る」の達成に向け、ジュ
エリーパーツおよびジュエリーの供給実現を目指してまいりました。
今後も目指す姿を変えることなく事業を推進してまいります。
当社はジュエリーパーツについて国内で約50％、特にイヤリング金

具では約70％のシェアを有しております。また、ジュエリー分野では
ブライダル関連で主に用いられる鍛造技術に特化し、顧客ニーズに応
える製品づくりを行ってまいりました。
当社の製品づくりの基盤には、職人の技術と最先端の機械加工を融

合して確立した独自技術があります。これは継続してきた研究開発と
設備投資の蓄積によるものであり、今後も研究開発と設備投資を進
め、安定した品質・供給量・コスト競争力を備えた製品の提供と機能
性商品の企画・開発、生産性向上による製造原価の低減を図ってまい
ります。
また当社は、ユーザー様、取引先様、従業員、私たちの子孫、そし

て地球環境にとってフェアなものづくりを重視し、人と地球環境の双
方に配慮した事業運営に取り組んでおります。

その一例として、ユーザー様および取引先様に対しては、軽量化と
高強度を両立した資産性・機能性の高い製品の供給に加え、新素材を
活用し金属アレルギーが発生しにくく、発がん性物質およびそれらを
構成する主要元素を排除したジュエリーの製作に取り組んでおりま
す。また、女性の活躍を支援する機能性商品やアレルギーに配慮した
製品など社会的ニーズに応える商品開発を進め、超軽量化や機能性向
上による付加価値向上を図ってまいりました。
従業員に対しては、労働生産性の向上と経営やSDGsを中心とした生

涯教育の実施に取り組んでおります。
また、子孫や地球環境に対しては、J-クレジット制度への参加や再

生可能エネルギーの活用による省電力化を推進するとともに、ジュエ
リーの循環エコシステムの構築と製品化に取り組んでおります。
今後は、国内外における新規顧客の開拓と新規販路の拡大を進める

とともに、既存顧客との取引深耕によりシェア拡大を図ってまいりま
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す。また、超軽量化商品や資産性商品など付加価値商品の開発・研究
を推進し販売力を強化するとともに、賃金水準の上昇を踏まえた社員
の処遇改善と時間当たり労働生産性の向上を進めてまいります。さら
に、地金価格の高騰や各種コスト上昇への対応として、製造原価の低
減と適正価格への転嫁を推進してまいります。

これらの取り組みを通じて、当社はサスティナブルなビジネスの実
現とともに、経済・社会・地球環境の持続的な発展に貢献してまいり
ます。

(5) 主要な事業内容（2026年１月31日現在）
当社は、金・プラチナ・宝石等を主要な原材料とした、貴金属装身

具の製造加工販売を主たる事業としております。

(6) 主要な営業所及び工場（2026年１月31日現在）

名 称 所 在 地

本社・工場 山梨県甲斐市竜地3049番地

(7) 従業員の状況（2026年１月31日現在）

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 45名 1名（増） 37.1歳 7.3年

女 性 51名 6名（増） 32.5歳 5.8年

合 計 96名 7名（増） 34.7歳 6.5年

（注） 上記には臨時雇用者44名（男性15名、女性29名）は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況（2026年１月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

千円

㈱ み ず ほ 銀 行 460,000

㈱ 山 梨 中 央 銀 行 440,000

㈱ 三 井 住 友 銀 行 240,000
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２．株式の状況（2026年１月31日現在）

① 発行可能株式総数 1,584,000株

② 発行済株式の総数 1,584,000株

③ 株主数 905名

④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ ス テ ィ オ 814,800株 54.45％

深 沢 栄 二 100,884 6.74

ＡＢＮＡＭＲＯＣＬＥＡＲＩＮＧ ＢＡＮＫＮ．Ｖ．，ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＢＲＡＮＣＨ 43,100 2.88

西 田 一 見 37,500 2.51

林 泰 男 19,200 1.28

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 19,000 1.27

片 山 幸 子 17,900 1.20

片 山 文 雄 17,200 1.15

榮 田 有 祐 13,400 0.90

株 式 会 社 ナ ガ ホ リ 10,800 0.72

（注）１．当社は、自己株式を87,596株保有しておりますが、上記大株主からは除外

しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状
況
該当事項はありません。

⑥ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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３．会社役員の状況
(1) 取締役の状況（2026年１月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 深 沢 栄 二

取 締 役 加 藤 雄 一

取締役(監査等委員) 鈴 木 真 真法律会計事務所代表（弁護士）

取締役(監査等委員) 金 井 公 克

取締役(監査等委員) 柴 山 聡

（注）１．取締役加藤雄一氏、鈴木真氏、金井公克氏、柴山聡氏は社外取締役であり

ます。

２．取締役鈴木真氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会

計に関する相当程度の知見を有するものであります。

３．取締役柴山聡氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として

指定し、同取引所に届け出ております。

４．監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システ

ムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必

要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

(2) 責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役として有能な人材を迎えられるよう、ま

た、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定
めております。当該定款に基づき、当社は非業務執行取締役全員と責
任限定契約を締結しております。当該定款における損害賠償責任の限
度額は、法令が規定する額であります。

(3) 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結し、当該保険契約による被保険者が負担することになる株
主代表訴訟と第三者が役員に対して起こす損害賠償請求の損害を填補
することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役であり、全
ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
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(5) 取締役の報酬等の決定方針
取締役の報酬等に関する決定方針の内容の概要
取締役の報酬等の決定方針は取締役会で決定しております。

ⅰ. 取締役の報酬等の基本的考え方
当社の取締役の報酬等については、企業価値の持続的な向上を図る

インセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体
系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各取締役の職責や
実績を踏まえたものとすることとしております。

ⅱ. 取締役の報酬の構成
当社の取締役の報酬等については、業務執行取締役の報酬等は固定

報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成し、監督機能を担
う社外取締役については基本報酬のみとしています。

尚、業務執行取締役の種類別の報酬割合については、定めておりま
せん。

ⅲ. 業績連動報酬等の内容
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高める

ために業績等の指標を反映したものとし、各事業年度の財務指標及び
非財務指標等の目標値に対する達成度合に応じ、賞与として毎年一定
の時期に支給することとしております。

ⅳ. 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長深沢

栄二が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。そ
の権限の内容は、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定です。
これらの権限を委任した理由は、代表取締役が取締役個人が果たすべ
き役割を理解し適切な報酬額を判断できる立場にいるためです。
代表取締役は決定方針との整合性を含めた多角的な決定を行ってい

るため、取締役会もその決定を尊重しており、その決定内容が上記の
決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、定款又は株主総会の決議によっ

て定められた報酬総額の範囲内において、監査等委員である取締役の
協議によって定めることとしております。
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(6) 取締役の報酬等の総額

役 員 区 分
報酬等の
総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象とな
る役員の
員数(人)基本報酬 賞与

役員退
職慰労
引当金

取締役(監査等委員を除く)
( うち社外取締役 )

72,500
(1,500)

61,200
(1,200)

10,000
(―)

1,300
(300)

2
(1)

取締役(監査等委員)
( うち社外取締役 )

7,020
(7,020)

6,120
(6,120)

―
(―)

900
(900)

3
(3)

（注）2016年４月26日開催の第49回定時株主総会決議による報酬限度額（年額）は、
取締役（監査等委員である取締役を除く）150,000千円以内（うち、社外取締役
50,000千円以内）、監査等委員である取締役20,000千円以内であります。
なお、当該株主総会の決議時の取締役の員数は、取締役(監査等委員である取締
役を除く)４名（うち、社内取締役２名）、監査等委員である取締役３名でした。
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(7) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関

係
取締役鈴木真氏は、真法律会計事務所の代表を兼任しております

が、同事務所と当社との間に特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役 加 藤 雄 一

当事業年度に開催された取締役会12回のうち全て

に出席し、長年の会社経営に関する豊富な経験と

幅広い見識に基づき、経営全般につき必要な発

言・助言を適宜行っております。

取締役
(監査等委員)

鈴 木 真

当事業年度に開催された取締役会12回のうち全て

に出席し、監査等委員会12回のうち全てに出席い

たしました。適宜必要な発言を行っております。

取締役
(監査等委員)

金 井 公 克

当事業年度に開催された取締役会12回のうち全て

に出席し、監査等委員会12回のうち全てに出席い

たしました。適宜必要な発言を行っております。

取締役
(監査等委員)

柴 山 聡

当事業年度に開催された取締役会12回のうち全て

に出席し、監査等委員会12回のうち全てに出席い

たしました。適宜必要な発言を行っております。

③ 社外取締役が期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 加 藤 雄 一

長年の会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識

に基づいた経営全般に関する有益な助言を行って

いただいています。

取締役
(監査等委員)

鈴 木 真

弁護士だけでなく公認会計士・税理士としての高

度な専門知識と豊富な経験から、取締役会におい

て意思決定の妥当性、適正性を確保するための発

言を適宜行っていただいています。

取締役
(監査等委員)

金 井 公 克

長年の会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識

に基づいた経営全般に関する有益な助言を行って

いただいています。

取締役
(監査等委員)

柴 山 聡

弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験か

ら、取締役会において意思決定の妥当性、適正性

を確保するための発言を適宜行っていただいてい

ます。
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４．会計監査人の状況
(1) 名称 監査法人ナカチ

(2) 報酬等の額

支 払 額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 11,100千円

・当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

11,100千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも

区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれら

の合計額を記載しております。

２．当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間、要員配置などを

確認し、検討した結果、監査報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を

行っております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(5) 補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

(6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づ
き、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し
た監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の
概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容
の概要は以下のとおりであります。

なお、内部統制システムの運用状況については、基本方針に基づき、
四半期毎に内部統制システムの運用上見いだされた問題点等の是正・改
善状況並びに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を取
締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの構築・運用に
努めております。コンプライアンスについては、職位に応じて適宜必要
な研修を実施し、コンプライアンス意識の浸透を図っております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ
企業倫理の遵守及び社会的責任を果たすため、会社の経営の基本方
針を当社の行動規範とするとともに、関連社内規程を整備し、全役
職員に周知徹底させていきます。

(2) 取締役及び使用人との秘密保持契約締結など、コンプライアンス
への対応を行っております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関しては、関
連社内規程を整備し、適切に管理、保存を行います。

(2) 取締役及び監査等委員は、これらの情報を常時閲覧することがで
きる体制を整備しております。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスクマネジメントの対象となるリスクの分類を行い、各リスク
に関する社内規程の整備を行います。

(2) 組織横断的なリスク状況の監視及び対応体制を構築します。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役
の業務執行状況の監督等を行うこととします。

(2) 上記の他に、臨時取締役会及び社長と各部門の管理責任者で構成
される会議に出席し、各部門における懸案事項について素早い意思
決定が可能となっております。

５．業務の適正を確保するための体制
(1) 経営方針及び各基本方針を周知徹底させ、業務の適正を確保する
体制を構築します。

(2) 当社の取締役会及び社長と各部門の管理責任者で構成される会議
において、会社の懸案事項について素早い意思決定を行い、稟議決
裁など、適切な報告及び承認体制を整備しております。

６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人
現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人はおりません。ただ

し、補助すべき内部監査は内部監査室が担当しております。内部監査
室は取締役会及び監査等委員会への報告、連絡を緊密にしておりま
す。

７．監査等委員会への報告体制及びその他監査等委員会の監査が実効的
に行われることを確保するための体制
当社は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時

は、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告を行います。
当社は、監査等委員会に対する報告をした者に対し、当該報告をし

たことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社
に周知徹底するものとします。

なお、監査等委員会は、会計監査人、顧問弁護士、顧問税理士と相
互に連携し監査を実施し、情報の交換を行うなど連携を図っていきま
す。
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８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る
方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社

法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、担当部署にお
いて審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職
務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又
は債務を処理いたします。

６．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社の配当方針につきましては、将来の事業展開と経営体質強化のた

めに必要な内部留保を確保しながら、安定した配当の継続を基本とした
上で、業績、財政状態、キャッシュ・フロー等を総合的に勘案して決定
していくこととしております。

当事業年度の期末配当につきましては、30円とさせていただきたく存
じます。

（本事業報告中の記載金額については、表示単位未満の端数を切り捨て、
比率その他については四捨五入して表示しております。）
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貸 借 対 照 表
（2026年１月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

未 収 消 費 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

ゴ ル フ 会 員 権

投 資 不 動 産

差 入 保 証 金

保 険 積 立 金

そ の 他

2,680,649

506,805

45,776

586,483

508,177

909,630

96,434

20,687

6,240

413

737,030

455,972

144,205

1,679

118,441

18,268

143,598

21,261

8,517

15,854

12,872

1,723

1,258

265,204

99,851

12,554

26,094

9,954

100,305

16,445

流 動 負 債 1,770,110
買 掛 金 410,272

短 期 借 入 金 1,140,000

リ ー ス 債 務 5,305

未 払 金 102,203

未 払 費 用 16,032

未 払 法 人 税 等 52,222

前 受 金 9,334

預 り 金 34,462

そ の 他 276

固 定 負 債 100,513

リ ー ス 債 務 19,872

資 産 除 去 債 務 3,128

繰 延 税 金 負 債 34

退 職 給 付 引 当 金 36,695

役員退職慰労引当金 40,783

負 債 合 計 1,870,624
純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,508,926

資 本 金 602,150

資 本 剰 余 金 509,290

資 本 準 備 金 409,290
その他資本剰余金 100,000
利 益 剰 余 金 429,366

利 益 準 備 金 9,918
その他利益剰余金 419,448
別 途 積 立 金 5,000

繰越利益剰余金 414,448

自 己 株 式 △31,880

評価・換算差額等 38,129

その他有価証券評価差額金 38,129

純 資 産 合 計 1,547,055

資 産 合 計 3,417,679 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,417,679

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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損 益 計 算 書

(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 4,241,718

売 上 原 価 3,459,194

売 上 総 利 益 782,523

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 602,536

営 業 利 益 179,987

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金 921

受 取 地 代 家 賃 1,839

助 成 金 収 入 1,795

そ の 他 4,368 8,924

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13,665

不 動 産 賃 貸 原 価 75

為 替 差 損 369

そ の 他 2,779 16,890

経 常 利 益 172,022

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 966 966

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 352 352

税 引 前 当 期 純 利 益 172,636

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 62,104

法 人 税 等 調 整 額 172 62,276

当 期 純 利 益 110,359

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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株主資本等変動計算書

(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰越利益
剰 余 金

2025 年 ２ 月 １ 日
残 高

602,150 409,290 100,000 509,290 9,918 5,000 341,499 356,417 △31,880 1,435,977

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △37,410 △37,410 △37,410

当 期 純 利 益 110,359 110,359 110,359

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― ― 72,949 72,949 ― 72,949

2026 年 １ 月 31 日
残 高

602,150 409,290 100,000 509,290 9,918 5,000 414,448 429,366 △31,880 1,508,926

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2025 年 ２ 月 １ 日
残 高

19,439 19,439 1,455,416

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △37,410

当 期 純 利 益 110,359

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

18,690 18,690 18,690

事業年度中の変動額合計 18,690 18,690 91,639

2026 年 １ 月 31 日
残 高

38,129 38,129 1,547,055

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。なお、評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によっております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

① 評価基準

原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

② 評価方法

商品 移動平均法

製品 総平均法

原材料 総平均法

仕掛品 総平均法

貯蔵品 総平均法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定率法（但し、1998年４月１日以後取得

の建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物は定額法）を採用してお

ります。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法（但し、自社利用ソフトウエアは、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法）を採用しております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

投資不動産 定額法を採用しております。
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(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 退職給付引当金及び退職給付費用の計算

に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡

便法を適用しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

当社はリング・ペンダント等のジュエリーアクセサリーの製造とイヤリングパ

ーツ・クラスブ等のジュエリーパーツの製造を主たる業務としております。これ

らの取引については、原則として、製品を顧客に引き渡した時点で顧客が当該製

品に対する支配を獲得し、履行業務が充足されると判断していることから、製品

の引渡時点で収益を認識しております。なお、一部の国内の販売については代替

的な取扱いを運用し、製品の出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまで

の期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
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２．会計上の見積りに関する注記

(1) 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 ―千円

繰延税金負債 34千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産の見積りに当たっては、将来の利益計画に基づいた課税所得

が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異

について計上をしております。将来課税所得の発生時期及び発生金額の見積

りは、経済動向等、不確実性が含まれると判断しております。

将来の課税所得見込額はその時の業績等により変動するため、課税所得の

見積りに影響を与える要因が発生した場合には、翌事業年度の計算書類に重

要な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 棚卸資産の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品 508,177千円

仕掛品 909,630千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

棚卸資産の評価額は、収益性の低下に基づく簿価の切り下げの方法により

評価しており、正味売却価額が帳簿価額を下回っている場合には、当該正味

売却価額をもって貸借対照表価額としております。また、基準日より一定期

間を経過した製品在庫については、帳簿価額を地金の評価額まで切り下げた

価額をもって貸借対照表価額としています。

正味売却価額の見積りは市場環境の悪化等により、その見積りの前提とし

た条件や仮定に見直しが必要となった場合、棚卸資産の評価の見積りに影響

を与える可能性があります。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 契約資産及び契約負債の残高

受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契

約資産の金額は、「10．収益認識に関する注記 (3) 当事業年度及び翌事業年度

以降の収益の金額を理解するための情報 ① 契約資産及び契約負債の残高等」

に記載しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,362,556千円

(3) 投資不動産の減価償却累計額 2千円

(4) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

建物 14,926千円

土地 83,593千円

合計 98,519千円

担保に係る債務はありません。なお、上記担保提供資産の根抵当権に係る極

度額は、270,000千円であります。

(5) 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 36千円

(6) 取締役に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 46千円

短期金銭債務 983千円

４．損益計算書に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外を区分して記

載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は「10．収益認識に関

する注記 (1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しており

ます。

(2) 関係会社との取引

販売費及び一般管理費 678千円

営業取引以外の取引高 216千円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普 通 株 式 1,584,000株 ― ― 1,584,000株

(2) 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首の

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末の
株式数

普 通 株 式 87,596株 ― ― 87,596株

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たりの配当額 基 準 日 効力発生日

2025年４月22日
定時株主総会

普通株式 37,410千円 25円
2025年
１月31日

2025年
４月23日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度と

なるもの

次のとおり決議を予定しております。

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たりの配当額 基 準 日 効力発生日

2026年４月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 44,892千円 30円
2026年
１月31日

2026年
４月24日
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 3,605千円

棚卸資産評価損 5,955千円

退職給付引当金 12,009千円

役員退職慰労引当金 12,472千円

投資有価証券評価損 3,964千円

未払賞与 11,278千円

その他 2,737千円

繰延税金資産小計 52,025千円

評価性引当額 △34,145千円

繰延税金資産合計 17,879千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 17,130千円

その他 783千円

繰延税金負債合計 17,913千円

繰延税金負債の純額 34千円

７．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、資産運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関から

の借入により資金を調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりま

すが、与信管理を厳格化することによりリスクの低減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の

変動リスクに晒されておりますが、時価や発行会社の財務状況を把握し、検討

を行っております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。

③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年１月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について

は、次のとおりであります。

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券

その他有価証券 75,884 75,884 ―

資産計 75,884 75,884 ―

（※1）「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」及び「短期借入金」につ
いては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。

（※2）市場価格のない株式等は、上記「投資有価証券」には含まれておりません。当
該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

区分 貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 23,967
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(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に

応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場にお

いて形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関す

る相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイン

プット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時

価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら

のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低

いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

株式 75,884 ― ― 75,884

資産計 75,884 ― ― 75,884

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。
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８．賃貸等不動産に関する注記

当社では、山梨県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的とした賃

貸用駐車場（土地）や賃貸用住宅等（土地を含む）を有しております。

2026年１月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は144千円でありま

す。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、

次のとおりであります。

貸借対照表計上額（千円） 当事業年度末の時価
（千円）当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

26,094 ― 26,094 35,669

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を

控除した金額であります。

２．当事業年度末の時価は、一定の評価額などに基づき、自社で算定した金額

であります。

９．関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

10．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、「ジュエリー事業」の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収

益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位：千円)

当事業年度
（自 2025年２月１日
至 2026年１月31日）

ジュエリー 1,156,075

ジュエリーパーツ 3,038,426

商品 47,216

顧客との契約から生じる収益 4,241,718

その他の収益 ―

外部顧客への売上高 4,241,718
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(2) 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「（個別注記表）１．重要な会計方針

に係る事項に関する注記(5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

当事業年度期首残高
（2025年２月１日）

当事業年度末残高
（2026年１月31日）

顧客との契約から生じた債権 425,956 632,260

契約負債 4,548 9,334

② 残存履行義務に配分した取引価格

当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の

便法を適用し、残存履行義務に配分した取引価格に関する記載を省略しており

ます。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない

重要な金額はありません。
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11．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,033.85円

(2) １株当たり当期純利益 73.75円

12．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

（注）各注記における記載金額は、表示単位未満を切り捨てています。但し、１株当

たり情報については、表示単位未満を四捨五入しています。
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年３月17日

株式会社 光 ・ 彩

取締役会 御中

監 査 法 人 ナ カ チ

東京都中央区

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 髙 村 俊 行

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 秋 山 浩 一

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社光・彩の2025年２月１

日から2026年１月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）に

ついて監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において

適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記

載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ

スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な

誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合

には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ

る。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の

立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合

理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監

査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重

要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及

び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す

る。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識

別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている

その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因

を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための

セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年２月１日から2026年１月31日までの第59期事業年度における取締役の職務の

執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容

並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からそ

の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するととも

に、下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、重要

な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて

説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。又、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各

号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら

れません。

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害

さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについて取締役会の判断

及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人ナカチの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年３月18日

株式会社 光・彩 監査等委員会

監査等委員 鈴 木 真 ㊞

監査等委員 金 井 公 克 ㊞

監査等委員 柴 山 聡 ㊞

（注） 監査等委員鈴木真、金井公克及び柴山聡は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定

める社外取締役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場 当社５階会議室

〒400－0194 山梨県甲斐市竜地3049番地

ＴＥＬ 0551－28－4181

交通のご案内

・ＪＲ甲府駅（北口）より、タクシーで約15分

・ＪＲ竜王駅より、タクシーで約10分

・中央自動車道双葉スマートI.C.より、車で約５分
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